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愛知電機株式会社の最終事業年度に係る計算書類等

1. 貸借対照表 （2021年３月31日現在） （単位：円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,174,147 流 動 負 債 12,139,055

現 金 及 び 預 金 1,937,944 短 期 借 入 金 12,000,000

未 収 消 費 税 236,203 未 払 費 用 68,055

未 払 法 人 税 等 71,000

負 債 合 計 12,139,055

純 資 産 の 部

株 主 資 本 △9,964,908

資 本 金 10,000,000

利 益 剰 余 金 △19,964,908

利 益 準 備 金 2,500,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 △22,464,908

別 途 積 立 金 27,000,000

繰 越 利 益 剰 余 金 △49,464,908

純 資 産 合 計 △9,964,908

資 産 合 計 2,174,147 負債及び純資産合計 2,174,147

2. 損益計算書 （2020年４月１日から2021年３月31日まで） （単位：円）

科 目 金 額

販売費及び一般管理費 1,395,446

営 業 損 失 金 額 1,395,446

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1

受 取 配 当 金 800

雑 収 入 2,874 3,675

営 業 外 費 用

支 払 利 息 70,145 70,145

経 常 損 失 金 額 1,461,916

特 別 損 失

リ ー ス 解 約 損 1,264,138 21,264,138

税引前当期純損失金額 2,726,054

法人税、住民税及び事業税 71,163

当 期 純 損 失 金 額 2,797,217

― 1 ―

2022年05月30日 13時51分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



3. 株主資本等変動計算書 （2020年４月１日から2021年３月31日まで） （単位：円）

株 主 資 本

純資産合計
資本金

利 益 剰 余 金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金

繰越利益
剰 余 金

2021年４月１日残高 10,000,000 2,500,000 27,000,000 △46,667,691 △17,167,691 △7,167,691 △7,167,691

事業年度中の変動額

当期純利益 △2,797,217 △2,797,217 △2,797,217 △2,197,217

事業年度中の変動額合計 － － － △2,797,217 △2,797,217 △2,797,217 △2,797,217

2022年３月31日残高 10,000,000 2,500,000 27,000,000 △49,464,908 △19,964,908 △9,964,908 △9,964,908

4. 個別注記表

(1) 重要な会計方針に係る事項に関する注記
消費税の計算方法
消費税の処理は、税抜き計算を採用

(2) 株主資本等変動計算書に関する注記
発行済株式の数
前期末株式数 200株
当期末株式数 200株
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会社の体制及び方針

（1）内部統制システム

≪内部統制システムの基本方針≫

当社は、会社法に基づき「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の

業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関し以下

のとおり定める。

本方針に基づく内部統制システムの構築は、速やかに実行するとともに、不断の見直しを

行い、その改善・充実を図る。

1. 取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

①当社は、役員（取締役、監査等委員である取締役、執行役員。以下同じ。）及び使用人

（社員、嘱託、契約社員、派遣社員、その他当社の業務に従事する全ての従業員。以下

同じ。）がとるべき行動の規範である社是・社訓に基づき、職制を通じて適正な業務執

行と監督を行うとともに、社内規程に則り適正に職務を執行する。

②当社は、コンプライアンス体制を確立するため、コンプライアンス担当役員を定め、担

当部署を通じて教育・研修を実施し、社会から信頼される企業風土を醸成する。

③内部監査部門は、社内規程に基づき業務ラインから独立した立場で定期的に内部監査を

行い、問題があった場合には、月一回開催される社長主催のマネジメントレビューにお

いて報告し、対策を講じる。

④当社は、「内部通報規程」を制定し、組織または個人による不正・違法・反倫理的行為

等を速やかに認識し対処するとともに通報者に対する不利益な取扱いを防止する。

⑤当社は、反社会的勢力・団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力・団体からの

不当要求を拒否し、毅然とした態度で臨む。
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(運用状況の概要)

当社は、社憲・社是・社訓を基に「経営の基本方針」を公表するとともに、ＣＳＲ要綱

に行動方針・行動基準を明記し、これを社員全員に配布して研修会等で周知徹底してお

ります。

また、取締役会は社外取締役６名を含む取締役13名で構成されております。取締役会で

は、各取締役が活発な意見交換を行い、取締役の職務執行に対する監視・監督が確保さ

れております。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき作成・保存すると

ともに、取締役、監査等委員である取締役、会計監査人等が閲覧可能な状態にて管理す

る。

②取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況については、監査等委員である取

締役の監査を受ける。

(運用状況の概要)

取締役会議事録や稟議書をはじめとする取締役の職務執行上の各種情報について、情報

管理規程及び文書管理規程に基づき、適切に記録・保管し、監査等委員である取締役の

監査を受けております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①品質リスク及び環境リスクについては、ISO9001・ISO14001（2015年度版）に基づくマ

ネジメントシステムに則ってリスクの現実化を予防するための管理を行うとともに、現

実化したリスクに基づき損失が発生した場合には、損失を最小限度に留めるために必要

な対応を行う。

②災害・情報セキュリティに係るリスク等、事業継続を阻害するリスクについては、早期

に事業継続マネジメント（BCM：Business Continuity Management）を構築してリスク

の現実化を阻止するとともに、現実化したリスクに基づき損失が発生した場合には、損

失を最小限度に留めるために必要な体制を整える。
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(運用状況の概要)

リスク管理規程及びBCM手順に基づき、リスクの識別・評価を行い適切に管理しており

ます。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①当社は、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図る観点から、執行役員制度

を採用する。

取締役会は、経営戦略の創出及び業務執行の監督という本来の機能に特化し、執行役員

が業務執行の責任と業績向上及び業務管理を担う。

執行役員の職務の担当範囲は取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。

②取締役会は、経営基本方針及び経営目標・予算を策定し、執行役員は、取締役会の策定

した経営目標の達成に向けて職務を遂行する。取締役会は、定期的に執行役員の実績管

理を行う。

(運用状況の概要)

取締役会と執行役員会の役割に対応し、会議を適切に運営しております。事業の執行に

関する事項は、執行役員会で決定し、取締役会及び執行役員会の監督のもと、各執行役

員が遂行しております。

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①当社は、子会社の業務の適正を確保するため、担当部署に担当役員を配置し、社内規程

に基づいて子会社を管理する。担当部署は、子会社の業務の状況を調査し、定期的にそ

の結果を当社の取締役会に報告する。

②当社の内部監査室は、定期的に子会社の業務を監査し、その結果を当社の代表取締役及

び取締役会に報告する。

③当社は、当社と子会社との取引条件（子会社間の取引条件含む）が、第三者との取引と

比較して著しく不利益に、また恣意的にならないよう、必要に応じて会計監査人に確認

する。また、子会社との取引を行うにあたっては、書面による契約を締結し、相互の権

利・義務を明確にする。
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④子会社の運営については、関係会社管理規程を定める。また、関係会社管理規程には、

子会社のリスク管理に係る内容が含まれるものとし、担当役員の下、子会社の管理責任

者を定め、同規程によりリスクの管理を行う。

⑤当社及び子会社共通のＣＳＲ行動基準を制定し、法令順守の意識の醸成を図る。

(運用状況の概要)

上記関係会社管理規程に基づいて当社への報告が行われ、子会社管理の適切な運用を図

っております。また、適宜監査等委員である取締役、内部監査室の監査員が子会社を訪

問し、監督または内部監査を行うことにより、各子会社の内部統制を確認しておりま

す。

6. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、当企業集団の財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の評価

の基準に従い、関連規程等の整備を図るとともに適切に報告する体制を整備し、その体制

についての整備・運用状況を定期的・継続的に評価する仕組みを構築する。

(運用状況の概要)

内部統制の評価の基準に従い、各プロセスの自己点検を実施しております。また、内部

監査室が中心となって、これら内部統制の監査を行い、会計監査人と確認しておりま

す。

7. 監査等委員である取締役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

①当社は、監査等委員会室を設置して使用人を１名以上配置し、監査業務を補助する。

②監査等委員である取締役の前①の使用人に対する指示実効性の確保のために、監査等委

員である取締役は、監査等委員会室の使用人に対して、指揮命令権を有するものとす

る。

(運用状況の概要)

現在、監査等委員である取締役からの求めはなく、置かれておりません。
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8. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査等委員である取締役は、監査等委員会室に属する使用人の人事に関して取締役と意見

交換を行うものとし、取締役は、監査等委員である取締役の意見を尊重する。

(運用状況の概要)

取締役からの独立性を確保するため「監査等委員会室規程」に使用人の権限、指揮命

令、人事に関する規程を定め、適切に実施しております。

9. 取締役及び使用人等が監査等委員である取締役に報告するための体制その他の監査等委

員である取締役への報告に関する体制

①取締役、執行役員及び使用人は、監査等委員である取締役の求めに応じて会社の業務執

行状況を報告する。また、取締役は、当企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事

実を発見したときは直ちに監査等委員である取締役に報告する。また、子会社の取締

役、執行役員及び使用人から監査等委員である取締役に報告すべき事項として報告を受

けた者は、当該報告事項を監査等委員である取締役に対して報告する。

②前①の報告をした者（監査等委員である取締役に報告すべき事項の報告を行った子会社

の取締役、執行役員及び使用人を含む。）が当該報告をしたことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制として、当社は、内部通報規程を制定してい

る。

(運用状況の概要)

内部統制の状況及び評価並びに法令・定款の遵守状況については、取締役会、執行役員

会及びマネジメントレビューに報告されております。これらの会議すべてに、常勤監査

等委員である取締役も出席しております。また、監査等委員である取締役には定期的に

関係部署から報告されております。
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10. その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①常勤監査等委員である取締役は、取締役会に出席する他、執行役員会・役員部長会に出

席し、経営・執行について重要情報の提供を受ける。

②監査等委員である取締役は、内部監査部門と緊密な連係を保つとともに、必要に応じて

自ら監査を実施する。

また、監査上の重要課題等について代表取締役社長と意見交換を行う。

③監査等委員である取締役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を

行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

④監査等委員である取締役は、必要に応じ子会社の監査を行うことができる。

(運用状況の概要)

常勤監査等委員である取締役は、月次で監査報告を社長に提出するとともに、取締役

会、執行役員会及びマネジメントレビューに出席しております。内部監査部門とは、監

査報告の回覧を相互に行い、意見交換をしております。会計監査人とは、面談を随時行

うことにより連携体制を構築しております。

（2）株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につ

いては特に定めておりません。
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（3）剰余金の配当等の決定に関する方針

当社定款の定めにより、剰余金の配当等は取締役会の決議により定めております。

当社は、事業拡大と業績向上を通じて、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と

位置づけるとともに、財務の健全性を維持しながら、資本効率を高めていく方針です。

配当につきましては、安定配当として純資産配当率（ＤＯＥ）：３％の配当総額に、業績

連動配当として配当性向：５０％の配当総額を加えた値を配当総額の基準として、各事業年

度の利益状況や将来の事業展開等を総合的に勘案し、配当を行うことを基本方針としており

ます。

当期の期末配当につきましては、１株当たり97円となります。これにより、２０２２年３

月期の年間配当金は、中間配当金25円を加え１株当たり122円となります。

なお、2023年３月期中間配当より2021年12月20日に公表しました「配当政策の基本方針の

変更に関するお知らせ」のとおり、変更後の配当方針を適用させていただきます。変更後の

配当方針は下記の通りであります。

（変更後の配当方針）

配当性向：８０％を配当総額の基準として、各事業年度の利益状況や将来の事業展開等

を総合的に勘案し、重点事業の競争力強化を図るための設備投資や人材育成などに向けた

内部留保にも考慮しつつ、配当を行うことを基本方針といたします。
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連結株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） （単位：千円）

株 主 資 本 その他の包括利益累計額

純資産合計

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

2021年４月１日残高 1,819,230 1,541,190 13,530,310 △604,973 16,285,757 98,604 7,549 4,369 110,523 16,396,280

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,111,020 △1,111,020 △1,111,020

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,342,265 2,342,265 2,342,265

自 己 株 式 の 処 分 16,858 18,255 35,113 35,113

株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額（純額）

△61,689 24,208 2,021 △35,459 △35,459

連結会計年度中の変動額合計 － 16,858 1,231,245 18,255 1,266,358 △61,689 24,208 2,021 △35,459 1,230,899

2022年３月31日残高 1,819,230 1,558,048 14,761,556 △586,718 17,552,116 36,915 31,757 6,391 75,063 17,627,179

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

≪参考≫

連結キャッシュ・フロー計算書 （2021年４月１日から2022年３月31日まで） （単位：千円）

科 目 金 額

営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 426,213

投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー △696,799

財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 497,353

現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 23,501

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 ・ 減 （△） 額 250,268

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 5,886,920

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 6,137,188

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ４社

連結子会社の名称

SUZUDEN SINGAPORE PTE. LTD.

斯咨電貿易（上海）有限公司（SUZUDEN TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.)

スズデンビジネスサポート株式会社

愛知電機株式会社

(2) 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社がないため、持分法の適用はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

SUZUDEN SINGAPORE PTE. LTD. ……………………………… 決算日 12月31日

斯咨電貿易（上海）有限公司 ……………………………… 決算日 12月31日

(SUZUDEN TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.)

スズデンビジネスサポート株式会社 ……………………… 決算日 ３月31日

愛知電機株式会社 …………………………………………… 決算日 ３月31日

連結計算書類作成にあたっては、上記決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

① 有価証券の評価基準及び評価方法

1. その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…当連結会計年度末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）
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市場価格のない株式等…………… 移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資(金融商品取引法第２条第２

項により有価証券とみなされるもの)につい

ては、組合契約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方法によっており

ます。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

1. 商 品

在 庫 品………………………………移動平均法による原価法

(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿

価切下げの方法により算定)

引 当 品………………………………個別法による原価法

(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿

価切下げの方法により算定)

2. 貯 蔵 品……………………………最終仕入原価法
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③ 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産（リース資産を除く) …主として定率法

ただし、当社及び国内連結子会社は1998年４

月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）並びに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については定額法

なお、主な耐用年数は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 ６年～38年

その他(工具器具備品)４年～15年

2. 無形固定資産（リース資産を除く) …定額法

なお、主な耐用年数は、次のとおりでありま

す。

自社利用のソフトウエア ５年

(社内における見込利用可能期間)

3. リース 資 産……………………………所有権移転ファイナンス・リース取引に係る

リース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方

法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法
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④ 引当金の計上基準

1. 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

2. 賞与引当金は、当社従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

3. 役員賞与引当金は、役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上して

おります。

4. 役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当社の取締役及び執行役員への

当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額を

計上しております。

⑤ 収益及び費用の計上基準

当社グループは、主として電機・電子部品に関連する商品の販売を行っております。

当該商品の販売に係る履行義務は一時点で充足されるものであるため、「収益認識に

関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、顧客との契約内

容並びに出荷及び配送に要する日数に照らし、商品を出荷し要件を満たしたと判断した

時点で収益を認識しております。なお、顧客に移転する財又はサービスを支配しておら

ずこれらを手配するサービスのみを提供している取引については、代理人取引であると

判断し、純額で収益を認識しております。

⑥ 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる

額を計上しております。

退職給付に係る負債及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

1. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

2. 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、その発生の翌連結会計年度において一括処理する

こととしております。
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2. 会計方針の変更

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会

計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配

が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を

認識することとしております。これにより、一部の取引について、従来は、総額で収益を認

識しておりましたが、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配する

サービスのみを提供しているため代理人取引であると判断した結果、純額で収益を認識する

方法へ変更しております。

当社グループは、主として電機・電子部品に関連する商品の販売を行っており、当該商品

の販売に係る履行義務は一時点で充足されるものであるため、「収益認識に関する会計基準

の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、顧客との契約内容並びに出荷及び配

送に要する日数に照らし、商品を出荷し要件を満たしたと判断した時点で収益を認識してお

ります。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過

的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場

合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新た

な会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。

この結果、当連結会計年度の売上高及び売上原価はそれぞれ247,618千円減少しましたが、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。

また、この変更による１株当たり情報に与える影響はありません。

前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び

売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」、「売掛金」にそれぞれ区分表示しておりま

す。
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(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及

び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定め

る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたっ

て適用することといたしました。これによる連結計算書類への影響はありません。

また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関す

る事項等の注記を行うことといたしました。

3. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

売上高

ＦＡ機器 34,881,739

情報・通信機器 6,048,374

電子・デバイス機器 7,616,883

電設資材 11,143,855

顧客との契約から生じる収益 59,690,852

その他の収益 －

外部顧客への売上高 59,690,852

（注）当社グループは、電機・電子部品販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略

しております。
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(2) 収益を理解するための基礎となる情報

当社グループは、主として電機・電子部品に関連する商品の販売を行っております。

履行義務の充足時点については、顧客との契約内容並びに出荷及び配送に要する日数に照

らし、商品を出荷し要件を満たしたと判断した時点で収益を認識しておりますが、これは、

当該時点が商品の法的所有権、物理的占有、商品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が

顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであり

ます。

履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は通常１年以内であるため、重要な金

融要素は含んでおりません。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係

並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識する

と見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権

受取手形 1,678,191 1,628,772

売掛金 7,812,054 10,444,542

電子記録債権 3,120,337 4,585,551

契約負債

前受金 16,406 16,268

契約負債は、主に商品の引き渡し時に収益を認識する通販サイトにおける商品販売及び海

外顧客への商品販売について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものと

なります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、

16,406千円であります。
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②残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとお

りであります。

(単位：千円)

当連結会計年度

１年以内 26,156,988

１年超 280,362

合計 26,437,350

4. 表示方法の変更に関する注記

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において、「流動負債」の「短期借入金」に含めていた「1年内返済長期借

入金」は、「短期借入金」の金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記する

こととしております。

なお、前連結会計年度の金額はそれぞれ、「短期借入金」はー千円、「1年内返済長期借入

金」は354,084千円であります。
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5. 追加情報

(株式給付信託(ＢＢＴ))

当社は、取締役及び執行役員に対し中長期に至る業績向上と企業価値の増大への貢献意識

を高めるため、取締役及び執行役員に対する株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導

入しております。

当該信託契約については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年３月26日）に基づき会計処理しております。

① 取引の概要

本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の

取締役及び執行役員に対し当社株式を給付する仕組みであります。

当社は取締役及び執行役員に対し、毎年業績に連動してポイントを付与し、退任時に当

該付与ポイントに相当する当社株式を給付いたします。取締役及び執行役員に対し給付す

る株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分

別管理するものといたします。

② 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純

資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価

額は98,925千円、株式数は107千株であります。

6. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,795,956千円

7. 連結損益計算書に関する注記

リース債務取崩益

リース債務取崩益108,746千円は、在外子会社の使用権資産について、事業撤退に伴うリ

ース債務の計上期間見直しにより取崩したものであります。

減損損失

当連結会計年度において減損損失を計上しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略

しております。

特別退職金

在外子会社の事業撤退に伴う退職者への割増退職金を特別退職金として計上しておりま

す。
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8. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 14,652,600株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2021年５月25日
取締役会

普通株式 759,436 54
2021年
３月31日

2021年
６月11日

2021年11月１日
取締役会

普通株式 351,583 25
2021年
９月30日

2021年
12月７日

（注１）2021年５月25日取締役会決議の配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託
Ｅ口）が所有する当社株式に対する配当金6,049千円が含まれております。

（注２）2021年11月１日取締役会決議の配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託
Ｅ口）が所有する当社株式に対する配当金2,688千円が含まれております。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

決 議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2022年５月24日
取締役会

普通株式 1,365,647 利益剰余金 97
2022年
３月31日

2022年
６月13日

（注）2022年５月24日取締役会決議の配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ
口）が所有する当社株式に対する配当金10,430千円が含まれております。
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9. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社グループは、年次予算及び設備投資計画等に基づき、必要となる資金量について管

理しております。一時的な余資は、短期的な預金等による運用に限定しております。ま

た、当面資金調達は銀行借入による方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は得意先の信用リスクに晒されてお

ります。

投資有価証券は、取引先（以下潜在的な取引先を含む）との関係強化及び取引先の情報

収集を主たる目的として取得した株式であり、市場リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払法人税等は、通常その全

件が１年以内の支払期日であります。

借入金は、長期性の借入金であり、その調達目的は主に運転資金としての調達でありま

す。金利は原則として固定金利によるものとしております。なお、運転資金水準の調整の

ため短期性の借入金による調達を行う場合もあります。

営業債務は流動性リスクに、借入金は流動性リスク及び金利変動リスクに晒されており

ます。

当社グループは現状デリバティブ等金融派生商品は取得しない方針をとっております。
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③金融商品に係るリスク管理体制

ア．信用リスク

営業債権が晒されている信用リスクについては当社グループの与信管理規程等に従い、

得意先ごとの債権年齢管理及び残高管理を行うとともに、半年毎の主要得意先の与信限度

額見直しを執行役員会で行い、また一定条件の与信限度額増加については、執行役員会の

決裁を経ることとしております。上記の体制で信用状況の把握及び組織間の牽制が機能す

る形をとっております。

イ．市場リスク

取引先の株式であり、定期的に把握された時価を取締役に回付し、報告しております。

なお、投資有価証券については、その時価が取得原価から40％を超えて下落した場合、減

損処理する社内規程を設けております。

ウ．資金調達に係る流動性リスク

当社は、各部署からの報告に基づき経理部資金課が適時に資金繰り計画を作成・更新す

るとともに手許流動性を当社売上高の１ヶ月を基準として維持することにより流動性リス

クを管理しております。また、子会社の資金調達については、月次決算の情報を入手し、

必要資金量の確認・管理を行う体制をとっております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

①投資有価証券
その他有価証券 336,422 336,422 －

資産計 336,422 336,422 －

①長期借入金
（1年内返済予定を含む） 41,544 41,544 －

②リース債務 61,975 61,065 909

負債計 103,519 102,609 909

（※１）「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、
「電子記録債務」、「短期借入金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済される
ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（※２）市場価格のない株式等は、「①投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品
の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分
当連結会計年度

（千円）

非上場株式 5,200

なお、非上場株式の当連結会計年度中の売却額は36,329千円、売却益の合計は1,418千
円であります。

（※３）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資
については記載を省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。

区分
当連結会計年度

（千円）
投資事業有限責任組合に類する
ものの出資持分

53,129
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(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格

により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券

336,422 － － 336,422

資産計 336,422 － － 336,422

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金
（１年内返済予定を含む）

－ 41,544 － 41,544

リース債務 － 61,065 － 61,065

負債計 102,609 － 102,609
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている

ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率

を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

10. １株当たり情報

１株当たり純資産額 1,261円 67銭

１株当たり当期純利益 167円 82銭

（注）株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１
株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めてお
ります（当連結会計年度107千株）。
また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自
己株式に含めております（当連結会計年度108千株）。
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11. その他注記事項

退職給付に関する注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び総合設立型の企業年金制度並びに確

定拠出制度を採用しております。

当社は、複数事業主制度の東京都電機企業年金基金に加入しており、自社の拠出に対応す

る年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出年金制度と同様の会計処

理をしております。

(2) 確定拠出制度

確定拠出制度への要拠出額は、19,228千円であります。

(3) 複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金制度への要拠出額は、

81,445千円であります。

① 複数事業主制度の直近の積立状況（2021年３月31日現在）

年金資産の額 129,661,112千円

年金財政計算上の数理債務の額と最低責任

準備金の額の合計額
132,336,571千円

差引額 △2,675,458千円

② 複数事業主制度の掛金に占める当社の割合

（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

1.286％

③ 補足説明

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高△12,819,265千円で

あります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり、当

社は、当連結計算書類上、当該償却に充てられる特別掛金20,739千円を費用処理しており

ます。

なお、上記②の割合は、当社の実際の負担割合とは一致しません。
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(4) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 957,709千円

勤務費用 64,120千円

利息費用 44千円

数理計算上の差異の発生額 △9,208千円

退職給付の支払額 △84,822千円

退職給付債務の期末残高 927,843千円

② 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負

債及び退職給付に係る資産の調整表

積立型制度の退職給付債務 －

年金資産 －

－

非積立型制度の退職給付債務 927,843千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 927,843千円

退職給付に係る負債 927,843千円

退職給付に係る資産 －

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 927,843千円

③ 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 64,120千円

利息費用 44千円

数理計算上の差異の費用処理額 △6,296千円

確定給付制度に係る退職給付費用 57,867千円
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④ 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりでありま

す。

数理計算上の差異 2,912千円

⑤ 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであり

ます。

未認識数理計算上の差異 9,208千円

⑥ 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.14％

予定昇給率 1.83％
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株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで） （単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 1,819,230 1,527,493 13,697 1,541,190

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 処 分 16,858 16,858

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － 16,858 16,858

2022 年 ３ 月 31 日 残 高 1,819,230 1,527,493 30,555 1,558,048

（単位：千円）

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計別途積立金

固 定 資 産
圧縮積立金

繰越利益
剰 余 金

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 281,371 7,895,000 169,981 5,121,193 13,467,546

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,111,020 △1,111,020

当 期 純 利 益 2,265,387 2,265,387

自 己 株 式 の 処 分

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － 1,154,367 1,154,367

2022 年 ３ 月 31 日 残 高 281,371 7,895,000 169,981 6,275,560 14,621,913
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（単位：千円）

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

2021 年 ４ 月 １ 日 残 高 △604,973 16,222,993 98,604 98,604 16,321,597

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,111,020 △1,111,020

当 期 純 利 益 2,265,387 2,265,387

自 己 株 式 の 処 分 18,255 35,113 35,113

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

△61,689 △61,689 △61,689

事業年度中の変動額合計 18,255 1,189,480 △61,689 △61,689 1,127,791

2022 年 ３ 月 31 日 残 高 △586,718 17,412,473 36,915 36,915 17,449,388

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 子会社株式及び子会社出資金………移動平均法による原価法

2. その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの… 当期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資(金融商品取引法第２条第２

項により有価証券とみなされるもの)につい

ては、組合契約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方法によっており

ます。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

1. 商 品

在 庫 品……………………………移動平均法による原価法

(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿

価切下げの方法により算定)

引 当 品……………………………個別法による原価法

(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿

価切下げの方法により算定)

2. 貯 蔵 品……………………………最終仕入原価法
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(3) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産（リース資産を除く）

……………………………定率法

1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物については

定額法

なお、主な耐用年数は、次のとおりでありま

す。

建 物 ６年～38年

構 築 物 ７年～20年

工具器具備品 ４年～15年

2. 無形固定資産（リース資産を除く）

……………………………定額法

なお、主な耐用年数は、次のとおりでありま

す。

自社利用のソフトウエア ５年

(社内における見込利用可能期間)

3. リース資産 ……………………………所有権移転ファイナンス・リース取引に係る

リース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方

法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法

― 32 ―

2022年05月30日 13時51分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



(4) 引当金の計上基準

1. 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

2. 賞与引当金は、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上してお

ります。

3. 役員賞与引当金は、役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上して

おります。

4. 役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく取締役及び執行役員への当社株

式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上してお

ります。

5. 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計

上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰

属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、その発生の翌事業年度において一括処理するこ

ととしております。

未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なりま

す。

(5) 収益及び費用の計上基準

当社は、主として電機・電子部品に関連する商品の販売を行っております。

当該商品の販売に係る履行義務は一時点で充足されるものであるため、「収益認識に関

する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、顧客との契約内容並

びに出荷及び配送に要する日数に照らし、商品を出荷し要件を満たしたと判断した時点で

収益を認識しております。なお、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらずこれら

を手配するサービスのみを提供している取引については、代理人取引であると判断し、純

額で収益を認識しております。
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2. 会計方針の変更

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会

計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧

客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識

することとしております。これにより、一部の取引について、従来は、総額で収益を認識し

ておりましたが、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサー

ビスのみを提供しているため代理人取引であると判断した結果、純額で収益を認識する方法

へ変更しております。

当社は、主として電機・電子部品に関連する商品の販売を行っており、当該商品の販売に

係る履行義務は一時点で充足されるものであるため、「収益認識に関する会計基準の適用指

針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、顧客との契約内容並びに出荷及び配送に要す

る日数に照らし、商品を出荷し要件を満たしたと判断した時点で収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過

的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の

累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方

針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。

この結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ247,618千円減少しましたが、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。

また、この変更による１株当たり情報に与える影響はありません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める

経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって

適用することといたしました。これによる計算書類への影響はありません。

3. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「3.収益認識

に関する注記」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
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4. 追加情報

(株式給付信託(ＢＢＴ))

取締役及び執行役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、
連結注記表の「5.追加情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

5. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,767,751千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 15,528千円

長期金銭債権 12,000千円

短期金銭債務 309千円

6. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売 上 高 77,889千円

仕 入 高 309千円

販売費及び一般管理費 75,657千円

営業取引以外の取引による取引高 11,872千円

7. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び総数

普通株式 681,287株

（注）普通株式の自己株式の当事業年度末の株式数には、株式会社日本カストディ銀行
（信託Ｅ口）が所有する株式107千株が含まれております。
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8. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税・事業所税 57,003千円

そ の 他 の 未 払 金 10,321千円

未 払 費 用 48,968千円

賞 与 引 当 金 140,740千円

退 職 給 付 引 当 金 286,737千円

長 期 未 払 金 7,737千円

貸 倒 引 当 金 20,378千円

関係会社株式評価損 18,691千円

会 員 権 4,517千円

投資有価証券評価損 1,315千円

建 物 減 損 損 失 5,393千円

土 地 減 損 損 失 55,008千円

そ の 他 16,245千円

小 計 673,061千円

評 価 性 引 当 額 △115,032千円

合 計 558,028千円

繰延税金負債

圧 縮 記 帳 積 立 金 △74,948千円

その他有価証券評価差額金 △14,489千円

合 計 △89,437千円

繰延税金資産の純額 468,590千円
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9. １株当たり情報

１株当たり純資産額 1,248円 94銭

１株当たり当期純利益 162円 32銭

（注）株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１
株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めてお
ります（当事業年度107千株）。
また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自
己株式に含めております（当事業年度108千株）。
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